
１．はじめに

　第二期地方分権改革は、第一期地方分権改革では十分に進展しなかった

国からの義務付け・枠付け及び関与の撤廃、強固な地方財政の確立を勧告

しており、基礎自治体が政策を自律的に形成、マネジメントしうる制度環

境への着実な前進として期待されている。分権改革の背景には、基礎自治

体は住民から最も身近な政府として政策を自律的にマネジメントすること

が望ましいとする補完性の原則の理念がある。そして、その前提には基礎

自治体は住民から信頼される組織であるという考え方がある。信頼される

自治体であるからこそ、権限移譲が是認されるのであり、逆にいえば信頼

されない自治体において、移譲された権限により政策を形成、実施しても

住民の意向に沿った政策とはならない。分権が実現しても自治がない、あ

るいは団体自治が進んでも住民自治が見出せない状況となる。その意味で、

基礎自治体に対する信頼に関する探究は、地方自治の根幹に迫る研究とし

て位置づけられるといえる。本稿が地方自治体の信頼の規定要因を検証し

ようとする意義もここにある。

　わが国の行政の信頼要因に関わる研究としては、総務省大臣官房企画

課『行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究報告書（平成17年度）』

に収録された小林(2006)や池田(2006)が多様な変数で実証した先行研究

として重要である。拙稿（2009）は、これらの研究をはじめ、信頼の要
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因について部分的にでも触れる国内外の関連研究をふまえ、基礎自治体の

信頼に影響する独立変数を地方自治との関係で網羅的に抽出し計量分析を

行った。具体的には、住民自治の側面からは「住民が考える基礎自治体の

自立化志向の程度（基礎自治体への権限・財源移譲意向）」、団体自治の側

面からは自治体規模について着目し、自立化志向は有意かつ信頼を高める

が、自治体規模は有意でなく信頼との関連性は弱いこと、また、国に対す

る信頼や期待と比べた行政サービスの質、地元志向（定住意向、愛着）が

基礎自治体に対する信頼の主力要因であることを明らかにした。

　しかしながら、拙稿（2009）では、行政に対する信頼を論ずるうえで

はきわめて重要な要因である「公務員の対応状況」１のデータを未収集の

ため検証できないという重大な課題があった。本稿はこの課題解決を目的

として、地方公務員の対応状況と地方自治体の信頼の関係について検証す

ることとしたい。公務員の応対やそれに対する満足度のデータ等をアン

ケートで把握して集計、分析するような取り組みはいくつかの自治体でな

されているものの、信頼との関係が実証的に検証されることはほとんどな

い。公務員倫理や公務員制度改革が叫ばれている昨今、本稿によって提示

される知見がそうした議論に十分に貢献しうると考えられる。

　なお、菊池（2009）は、ブレア政権が捉える信頼の構成要素として「１．

サービスへの満足度」、「２．公務従事者の誠実性に対する評価」、「３．市

民の有効性感覚」、「４．市民の行政の活動に対する知識」があることに言

及したうえで、それらの測定方法を整理している。これらは、本研究で後

述する独立変数で一定考慮されていることを付言しておきたい。すなわち、

１は「期待と比べた行政サービスの質」ときわめて高い相関関係にあり、

２は「公務員の対応状況」、３は「政治的有効性感覚」、４は「行政サービ

スや政策に対する認識」に該当する。
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２．公務員の対応状況を表現する要素

　行政に対する信頼に関する先行研究は、拙稿（2009）で既に整理した

ところである。概要を述べれば、信頼に影響する独立変数には、行政サー

ビスの質や自治体規模等の行政組織側の特性に関する規定要因と、制度認

識、社会関係資本、デモグラフィック要因等の信頼する側の特性に関する

規定要因があるということであった。公務員の対応状況については前者の

行政組織側の特性要因に含まれる変数であるが、そもそも住民が公務員の

対応に接するのはどのような場面においてであり、いかなる要素を変数と

して設定すべきであろうか。

　公務員の対応状況を住民が問題にする場面は、住民票の写しや印鑑登録

証明書等の交付を受ける際に窓口業務担当職員と接する場合、その他、電

話等で担当部局の職員に質問や意見を述べる場合も考えられる。他方で、

課長等の一定の役職以上の職員と接したり話すことは通常はあまりない。

最も多い場面は、窓口業務担当職員の応対をみて公務員のイメージを形成

する場合であろう。ルーマンの言う人格的信頼やシステム信頼の概念を援

用すれば、公務員に期待する人格的信頼との関連で当該職員の対応の程度

の予測と比べて実際の対応状況が低ければ、公務員全般のイメージが悪く

なりシステム信頼が低下するということができる。システム信頼は一度低

下すると容易に回復できない性質があり、それに影響を及ぼさないように、

窓口担当職員等に期待される人格からみて不満のない対応状況を維持し信

頼低下を防ぐことが求められる。

　窓口担当職員は公務員のなかではどのような立場にある職員であろう

か。ストリートレベルの官僚制の議論では、政策過程における名もなき末

端の実施担当者が政策に対する実質的なニーズの量を決めていることを明

かにした。通常、教師やケースワーカー、警官などがそうした職員として

位置づけられるが、ストリートレベルという意味では同様の窓口業務担当

職員においては、ニーズの量を左右する程度は小さいとはいえ、また、定

地方公務員の対応と地方自治体に対する信頼

93



型的な業務を扱っているにしても全く裁量がないわけではない。窓口業務

担当職員は、与えられた担当業務を決まった手順で提供しているものの、

その対応スピード、他のサービスへの引継ぎ、住民に対する説明の仕方、

応対時の表情などに至るまで職員によって対応状況は異なるであろう。し

かも住民の社会的、経済的地位により、情報提供や待ち時間などその対応

が異なることも指摘されている（E.B. Sharp, 1982）。窓口業務担当職員

が批判されるときには、往々にして対応スピードの遅さ、さらに住民が求

めるニーズを汲み取って必要なサービスを提供できていない、業務が担当

ごとに区切られワンストップでサービスがなされずたらい回しにされると

いう問題があげられる。これらの迅速さや適切さが公務員の対応状況を表

現する要素であり、これらは公務員の対応について実質的な対応の内容や

質を問題にするという意味で「実質的対応」と表現することができる。

　住民にとってはストリートレベルの職員の応対により、その職員が属す

る組織のイメージが印象付けられ、組織に対する評価が決まるという側面

がある。上述の応対時の表情の善し悪しはまさにこのことであり、公務員

の応対時の親切さが設定すべき要素として抽出される。ヤン・カールソン

（1990）の議論によれば、スカンジナビア航空の従業員の例をあげ、従業

員が乗客に接する１回の応接時間が平均15秒で、年間１千万人の乗客が利

用し約５人の職員に接したことから、１回15秒で１年間に５千万回、顧

客の脳裏にスカンジナビア航空の印象が刻み付けられ、この５千万回の「真

実の瞬間」こそがスカンジナビア航空の成功を左右するというのである。

公務員の親切さについては対応の表層を捉えた形式的な側面を問題にする

ことから「形式的対応」と言い表すことができるだろう。

　これらの実質的、形式的対応の要素以外に、それらが創出される背景と

なっている要素として２つの変数に注目したい。一つは公務員倫理である。

度重なる公務員の不正や機能不全、国家公務員倫理法の1999年成立、同

倫理規定の2000年制定、各自治体で取り組まれている地方公務員の倫理

に関する条例の制定、さらに職員倫理の確立も含む国家公務員制度改革基
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本法の2008年成立など、近年は公務員の不祥事を発端として公務員倫理

が問題にされ続けてきたためである。公務員倫理が信頼に強く影響するこ

とは、公的参加と信頼の関係を検証する際に公務員の対応に関する変数を

介在しパス解析を行ったX. Wang and M. Van Wart (2007)でも指摘さ

れている。当該研究では、都市政府に対する信頼と参加を介在する変数と

して、倫理的行動が合意形成やアカウンタビリティ、サービス対応能力、

管理能力といった変数とともに設定される。倫理的行動は、公務員のモラ

ル面でのリーダーシップや公務員個人の誠実さ、倫理的行動に関する行政

組織の能力について指標化されたものである。パス解析の結果有意であっ

た介在の変数は、倫理的行動とサービス対応能力であり、倫理的行動に関

しては、「公務員が誠実である」、「倫理面でのリーダーシップを発揮する」、

「参加プロセスを通じて政府に倫理尊重が制度として組み込まれる」といっ

た場合に都市政府に対する信頼が高まることが明らかにされている。

　実質的、形式的対応の背景となるもう一つの要素として、参考までに公

務員の業務多寡の状況も本研究の分析対象とした。ローカル・ガバナンス

は、新たな公共空間を提起し、公共サービスを担う多様な主体の存在を主

張してきたが、この点を念頭に、公務員の業務の多寡について住民がどの

ように考えているかという点と自治体に対する信頼の関係を分析すること

も参考になると考えたためである。

　なお、公務員がもつ倫理観や業務多寡の状況については、公務員の対応

状況そのものではなく、対応状況の背景として理解すべき内容である。た

だし、公務員倫理に対して引き続き高い注目が集まっている今日的状況、

ならびに業務多寡に対する住民の考えはローカル・ガバナンスを検討する

意味でもきわめて重要な知見となりうる。本稿ではこれらも公務員の対応

状況を表現する要素として解釈する。

　以上、公務員の対応状況を表現する要素として、「実質的対応」（適切さ

及び迅速さ）、「形式的対応」（親切さ）、倫理観の高さ、業務多寡の状況を

加味し実証分析を行うこととした。
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３．論点

　本研究で検証すべき論点は、第一に、拙稿（2009）では兵庫県内市町

のデータを利用したが、後述のとおり本稿では大阪府内市町のデータを用

いることから、他地域を対象としたデータで分析しても拙稿（2009）の

結果を踏襲するか否かである。すなわち、国に対する信頼、期待と比べた

行政サービスの質、定住意向、愛着、権限・財源移譲意向といった独立変

数が大阪府内市町データにおいても有意に表れるかが第一の論点である。

また、拙稿（2009）では、団体自治との関連で自治体規模を主要な変数

として設定し、それらが信頼に影響しないことを検証したが、今回も同様

の結果になるかが主要な関心事である。前回は、規模が大きなほど多様な

政策課題に対応できるため信頼されるか、逆に規模が小さなほど行政監視

が行き届き身近な政府として信頼されるかは両面ともわが国の自治体では

検証されないという結果であった。これら第一の論点はより重要な第二、

第三の論点を検証するための前提として位置づけられる。

　第二の論点は、拙稿（2009）で有意となった独立変数や公務員の対応

状況に関する変数のいずれが地方自治体の信頼に影響を与えるかについて

である。ストリートレベルの官僚制の議論を念頭におけば、公務員の対応

状況は行政に対する信頼に直結する強い影響力をもつと考えられることか

ら、他の有意となる変数と比べてもかなり強い影響力が見出されることが

想定される。

　第三の論点は、公務員の対応状況に関する変数においてはいずれの変数

が信頼に強い影響を与えるかである。適切さや迅速さといった実質的対応

と、親切さといった形式的対応のいずれが強い影響を与えるか。さらに公

務員の倫理観の高さや業務多寡の状況の影響についてはどうか。とりわけ、

実質的対応と形式的対応のいずれが強い影響を及ぼすかは興味をそそる点

である。住民が公務員に抱く満足、不満を形作る要因として実質と形式の

どちらを重視してサービスを提供すればよいかが明らかになるためである。
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４．データの準備と検証方法

（１）データの収集

　公務員の対応状況に関するデータは既存統計からは把握できないため、

ウェブ調査により把握した。調査は楽天リサーチ株式会社が保有するパネ

ルを対象にあらかじめ設定した属性で実施するというもので、楽天リサー

チに委託して行った。属性は男女比５：５、年齢は20代２割、30代から

40代４割、50代以上４割とし、基礎自治体の人口規模のみならず都市制

度の相違と信頼の関係を捉えるために、対象自治体は政令指定都市、中核

市、特例市、一般市、町が含まれるようにした。これらの条件のデータを

十分に収集できる都道府県として大阪府を選択し、政令指定都市２自治体

（大阪市：263万人、堺市：83万人）、中核市２自治体（高槻市：35万人、

東大阪市：51万人）、特例市２自治体（枚方市：40万人、茨木市：27万人）、

一般市３自治体（箕面市：13万人、交野市：８万人、四條畷市：６万人）、

町１自治体（島本町：３万人）とした２。回収はすべての自治体が100サ

ンプルで、合計1,000サンプルを収集した。

　ウェブ調査は、郵送によるアンケート調査と比べて回答者がITスキルを

もつ人に限定されるという問題はあるものの、本研究の趣旨からしてITス

キルをもつか否かは重要な問題ではない。むしろウェブ調査の場合は狙っ

たターゲットのサンプルを的確に収集でき、しかも調査費用を非常に低く

抑えることができるという利点がある。調査はいくつかの研究目的のため

に実施（2009年２月27日に実施し、同年３月２日までにすべてのサンプ

ルを回収）したものであり、本研究で使用しない設問も含まれる。

　なお、先行的に信頼要因を検証した拙稿（2009）での使用データは、

同じウェブ調査によるもので、ヤフーバリューインサイト株式会社のパネ

ルにより2008年３月に実施したものである。対象は神戸市（政令指定都

市）、姫路市（中核市）、加古川市（特例市）、三木市（一般市）、町（複数）

の住民を対象に100ずつ計500サンプルで、年齢は「20歳代・30歳代」と「40
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歳代・50歳代以上」で５：５、男女比は予め設定していなかったが概ね５：

５であった３。サンプル数の多さでいえば今回の調査は1,000であり、政

令指定都市等の都市類型ごとに複数自治体（町を除く）を確保しているこ

とからも信頼性は高くなっているといえる。府県が異なるため、地域が異

なっても先行研究で明らかにされた信頼の規定要因が有意になるかどうか

という先述の第一の論点を検証し、さらに第二、第三の論点である公務員

の対応状況に関する変数が有意にどの程度の影響を及ぼすかを明らかにす

るための信頼性の高いデータであると解釈できるだろう。

（２）公務員の対応状況に関する設問

　公務員の実質的対応と形式的対応、それらの前提的要素について、本研

究では、以下の設問について「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」、「ど

ちらかといえばそうは思わない」、「そうは思わない」で把握することとし

た。

＜実質的対応＞

　・自分が住む市町村の公務員は、市民の用件に適切に対応している

　・自分が住む市町村の公務員は、市民の用件にすぐに対応している

＜形式的対応＞

　・自分が住む市町村の公務員は、市民の用件に親切に対応している

＜前提的要素＞

　・自分が住む市町村の公務員は全体として倫理感が高い

　・自分が住む市町村は、本来住民が担うべき業務も多く行っている

（３）その他の設問

　本稿では拙稿（2009）における変数をふまえたうえで公務員の対応状

況に関する変数の検証を行うため、予め公務員の対応状況以外の変数を紹

介しておこう。目的変数は市町村に対する信頼であり、「１．信頼している」、

「２．どちらかといえば信頼している」、「３．どちらかといえば信頼して
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いない」、「４．信頼していない」のうち、１と２を ｢信頼している｣ とした。

なお、拙稿（2009）では中間に「どちらでもない」を含む５段階の信頼

度指標を設定し１から５までを強度を示すように入れ変えていた。

　独立変数は行政組織側の特性に関する規定要因と、信頼する側の特性に

関する規定要因に区分され、前者は、①期待と比べた行政サービスの質、

②自治体規模であり、繰り返しになるが、拙稿（2009）でデータ収集を

していなかった公務員の対応状況に関するデータがこの行政組織側の特性

要因に含まれる。期待と比べた行政サービスの質は、「１．実際が期待を

下回る」、「２．実際が期待をやや下回る」、「３．実際が期待をやや上回る」、

「４．実際が期待を上回る」のうち３と４を「質がよい」とした。

　一方、信頼する側の特性に関する規定要因については、①自立化志向（府

や国から市町への権限・財源移譲意向４、国に対する信頼）、②制度認識（行

政サービスや政策に対する認識）、③地元志向（市町への定住意向、市町

への愛着）、④政治的有効性感覚（市町に対する内的有効性感覚・外的有

効性感覚）、⑤社会関係資本（一般的信頼、近隣での友人の多さ、自治会

加入、趣味の会・同好会加入、祭り等の地域の行事への参加、政治家・公

職者への接触経験）、⑥属性（学歴、性別、年齢、所得）である。国に対

する信頼を自立化志向に含めているのは、拙稿（2009）において自らが

居住する基礎自治体の自立化志向が強い住民は逆に国に対する信頼が低い

ことを想定したものであったためである。ただし、検証結果は、国に対す

る信頼の自治体に対する信頼への影響は強いプラスとなり、仮説とは逆と

なったため、国に対する信頼は自立化志向を示す変数とはいえないが、拙

稿（2009）の変数と同じ枠組みにおいて今回の実証結果も同様になるか

を把握するため、国に対する信頼も自立化志向における変数という位置づ

けを踏襲した。

　権限・財源移譲意向は「市町村が自立的に行政運営を行うために、市町

村に、府や国から財源や権限をもっとおろすべきである」、行政サービス

や政策に対する認識は「自分が住む市町村の行政サービスや政策の内容を
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認識している」、市町への愛着は「現在住んでいる市町村に愛着を感じる」、

内的有効性感覚は「自分には政府のすることを左右する力はない」、外的

有効性感覚は「政治家や政府などが自分たちの気持ちに応えてくれる」、

一般的信頼は「一般に人は信頼できる」、近隣での友人の多さは「現在住

んでいる地域の近隣には、他の人と比べて自分は多くの友人がいるほうだ」

の質問を設定し、｢１．そう思う｣、「２．どちらかといえばそう思う」、「３．

どちらかといえばそうは思わない」、「４．そうは思わない」のうち１と２

の場合を「そう思う」とした（内的有効性感覚については、３と４の場合

を１（ダミー）とした）。

　国に対する信頼は、「１．信頼している」、「２．どちらかといえば信頼

している」、「３．どちらかといえば信頼していない」、「４．信頼していない」

のうち、１と２を「信頼している」とした。

　市町への定住意向は「１．ずっと住み続けたい」、「２．できるなら住み

続けたい」、「３．いずれは引っ越したい」、「４．すぐにでも引っ越したい」

のうち１と２を「定住意向あり」とした。

　また、自治会加入は「自治会・町内会に加入している」、趣味の会・同

好会加入は「趣味の会・同好会に加入している」、祭り等の地域の行事へ

の参加は「祭りなどの地域の行事に参加している」、政治家・公職者への

接触経験は「地域の問題解決のために政治家や公職者と接触したことがあ

る」の質問に対して、「１．はい」、「２．いいえ」の選択肢を設定した。

　最後に、属性において、前回調査の拙稿（2009）では、職業（農林漁業）

の変数も設定していたが、今回は設定していない。ちなみに前回において

職業は信頼に全く有意でなかった。また、学歴は、前回は大卒を設定して

いたが全く有意でなかったことから、今回は大卒の場合と大学院卒の場合

の両方で推定したもののいずれも有意でなかった。推定結果の表中の学歴

は大学院卒のみを掲載している。性別は男性を１とするダミー変数とした。

年齢は、前回は20歳代、30歳代、50歳以上のダミー変数を設定したが、

今回は実年齢とした。年齢も前回、今回とも有意ではなかった。居住年数
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は、現在の地域に10年以上住んでいる場合を１とした。所得については、

前回は年収300万円未満、300万円～ 600万円未満、1,000万円以上のダ

ミー変数を設定していたが、今回は年収700万円以上のダミーのみを設定

した。所得についても前回、今回とも有意でなかった。

　以上のデータの記述統計は表１のとおりである。

表１　各変数の記述統計
標本数 平均 標準偏差 最小 最大

従属変数 市町に対する信頼 1,000 0.617 0.486 0 1

独立変数 行政組織側の特性に関する規定要因
サービスの質

期待と比べた行政サービスの質 1,000 0.272 0.445 0 1
自治体規模
都市制度類型
政令指定都市 1,000 0.200 0.400 0 1
中核市 1,000 0.200 0.400 0 1
特例市 1,000 0.200 0.400 0 1
一般市 1,000 0.300 0.458 0 1
   町 1,000 0.100 0.300 0 1

個別市町
大阪市 （政令市 263万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
堺市 （政令市  83万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
東大阪市 （中核市  51万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
枚方市 （特例市  40万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
高槻市 （中核市  35万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
茨木市 （特例市  27万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
箕面市 （一般市  13万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
交野市 （一般市   8万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
四條畷市 （一般市   6万人） 1,000 0.100 0.300 0 1
島本町 （　町     3万人） 1,000 0.100 0.300 0 1

公務員の対応状況
迅速 1,000 0.347 0.476 0 1
適切 1,000 0.441 0.497 0 1
親切 1,000 0.471 0.499 0 1
倫理観高い 1,000 0.354 0.478 0 1
業務多寡 1,000 0.280 0.449 0 1

信頼する側の特性に関する規定要因
自立化志向

府・国から市町村への権限・財源移譲意向 1,000 0.776 0.417 0 1
国に対する信頼 1,000 0.150 0.357 0 1

制度認識
行政サービスや政策に対する認識 1,000 0.492 0.500 0 1

地元志向
市町への定住意向 1,000 0.729 0.445 0 1
市町への愛着 1,000 0.740 0.439 0 1

政治的有効性感覚
内的有効性感覚 1,000 0.234 0.424 0 1
外的有効性感覚 1,000 0.143 0.350 0 1

社会関係資本
一般的信頼 1,000 0.618 0.486 0 1
近隣での友人の多さ 1,000 0.353 0.478 0 1
自治会加入 1,000 0.713 0.453 0 1
趣味・同好会加入 1,000 0.213 0.410 0 1
祭り等の地域の行事への参加 1,000 1.454 1.220 0 1
政治家・公職者への接触経験 1,000 0.151 0.358 0 1

属性
学歴（大学院卒） 1,000 0.062 0.241 0 1
性別（男） 1,000 0.507 0.500 0 1
年齢 1,000 43.430 13.704 20 79
居住年数（10年以上） 1,000 0.651 0.477 0 1
所得（年収700万円以上） 1,000 0.355 0.479 0 1

地方公務員の対応と地方自治体に対する信頼

101



（４）検証方法

　扱う従属変数が離散データであるため２項ロジットモデルによる推定で

行った５。各独立変数の従属変数に対する影響度の分析に至っては限界効

果を算出した。限界効果は年齢を除くダミー変数の場合は１の場合にどの

程度信頼の選択確率が上昇するかという意味になり、年齢の場合は１単位

増加した場合の信頼の選択確率の上昇分となる。

　拙稿（2009）で設定したモデルは、①自治体規模の変数を中心とした「自

治体規模モデル」、②社会関係資本に関する変数を中心とした「社会関係

資本モデル」、③①と②をあわせた「規模・社会関係資本モデル」、④属性

も含めた「フルモデル」の４つであり、結果は、各モデルとも同様の独立

変数が有意で、さらにそれらの変数の限界効果が高いというものであった。

　本稿では、これらのうち最も多くの変数を含むフルモデルに、公務員の

対応状況に関する変数を加えて推定を行うこととした。自治体規模につい

ては政令指定都市、中核市、特例市、一般市といった「都市制度類型区分

の推定」（参照カテゴリーは町）、大阪市、堺市などの「個別市町区分の推

定」（参照カテゴリーは四條畷市）を行った。なお、公務員の対応状況の

変数は相互に関連性が強く相関係数が高いという性質をもち、したがって、

同一のモデルに含めて分析することはできない。このため、それぞれ１つ

ずつモデルに加えて推定を行い、その限界効果の相違を検証することとし

た。この場合、公務員の対応状況における特定の変数の影響度をみるため

に、公務員の対応状況におけるその他の変数をコントロールしたうえでの

結果ではないことに注意が必要である。

５．検証結果

　推定結果は表２、３のとおりであり、各独立変数の影響度を示す限界効

果は表４、５に示している。第一の論点は拙稿（2009）の結果を大阪府

のデータで検証しても踏襲するか、自治体規模との関係はどうかという
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点であったが、期待と比べたサービスの質、権限・財源移譲意向、国に対

する信頼、地元志向（定住意向、愛着）のいずれも有意であり符号も拙稿

（2009）と一致していることがわかる。国に対する信頼もプラスである。

これらの結果は、都市制度類型、個別市町の双方のケースのすべてのモデ

ルで同様である。自治体規模については権限移譲状況を表現する都市制度

類型で前回と同様に有意でない。したがって、都市制度類型でみて権限が

多く移譲されている都市ほど多様な課題に対応した政策を形成・実施でき

ることからそうした政府は信頼されるという論理は見出せないといえる。

　他方、興味深い点は、個別市町ケースにおいて高槻市、茨木市、枚方市、

箕面市が有意にプラスとなっていることである。北摂地域の茨木市や箕面

市、高槻市の限界効果がとりわけ高いため、個別市町でみれば北摂地域の

閑静な住宅街が広がる人気の高い地域が有意となっており住み易さが信頼

に一定の影響を与えていることが想定される。枚方市は交野市と同じ北河

内であり、限界効果は同程度であるものの、北摂地域の自治体ほどには高

くはない。一方、島本町は北摂地域であるが、モデル５以外有意にならず、

限界効果は交野市と同程度で大阪市、堺市、東大阪市よりは高い。

　もっとも人口規模が大きなほど、あるいは小さなほど自治体が信頼され

るという関係は見出せないとはいえ、人口規模で箕面市の13万人から枚

方市の40万人までにおいて有意になっていることから、当該範囲の規模

の人口が市民意向の政策形成への反映、行政の監視や統制、市民の参加や

関心、サービス供給の効率性確保、職員の専門性確保等の点で優れている

がゆえに自治体に対する信頼が高くなるという推論も可能である。換言す

れば、自治体規模は大きすぎず、小さすぎない規模が信頼されるというこ

とである。ただし、限界効果は27万人の茨木市や35万人の高槻市が当該

範囲で最も多い40万人の枚方市よりも高くなっている。また、人口規模

が当該範囲最少の13万人の箕面市が枚方市より高いとはいえ茨木市より

も低くなっているため、当該範囲においては人口規模が小さなほど信頼が

高くなるということでもない。さらには、信頼が確保される人口規模は茨
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木市を最少としてU字型になっているということも茨木市、高槻市、枚方

市が程度の差こそあれ人口が同程度であるにもかかわらず限界効果に開き

があることから考えにくい。以上の結果から人口規模よりもむしろ北摂地

域の住みやすさが信頼に影響しているとみることが自然であろう。

　さらに、第一の論点に関して、大阪府の市町データを用いた今回のケー

スでは、前回有意とならなかった社会関係資本の一般的信頼及び近隣での

友人の多さが有意となっている点が異なる。近隣での友人の多さは、符号

がマイナスであるため、友人が少ない人ほど市町を信頼するという結果で

あり、解釈が難しい。その他、前回有意にマイナスとなった政治家・公職

者への接触経験は、今回は有意でない。

　第二の論点は、公務員の対応状況に関する変数がその他の変数と比べて

影響度が大きいかどうかという点である。影響度を示す表４、５の限界効

果をみると、都市制度類型、個別市町におけるすべてのモデルにおいて、

公務員の対応状況に関する変数はいずれも、他の変数と比べて非常に強い

影響力をもっていることがわかるだろう。「迅速」、「適切」、「親切」、「倫

理観高い」はモデル内で最も高い限界効果を示す変数である。したがって、

公務員が高い倫理観をもって迅速、適切、親切に対応するような状況にお

いては基礎自治体に対する信頼が高まるという想像しやすい見解はデータ

でも妥当であることがわかる。

　「業務多寡」については、期待と比べたサービスの質、権限・財源移譲

意向、国に対する信頼、地元志向（定住意向、愛着）の各変数よりも低い

限界効果であるが、信頼に対して有意にプラスである。このことは、どう

いうことであろうか。本来住民が行うべき業務まで公務員が行っていると

考える住民はそのように考えない住民と比べて自治体を信頼していること

になる。業務多寡そのものを是と捉えるべきか否かは別次元の問題である

が、分析結果からは公務員が本来の業務の範疇を超えてよく仕事をして

くれていると考える住民は自治体を一定評価していると考えることができ

る。本研究では十分に検証できなかったが、業務多寡に思う住民は公務員
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が業務を現状より減らしても自治体を信頼し続けるかがローカル・ガバナ

ンスを追究するための今後の研究課題となるであろう。

　第三の論点についてはどうであろうか。すなわち、公務員の対応状況に

関する変数間でどの変数の影響度が強いかである。都市制度類型、個別市

町のいずれのケースでも「親切」が最も強い影響力をもち、次いで「適切」、

「迅速」の順となっていることから、公務員の対応状況においては実質的

対応よりも形式的対応の方が市町の信頼を決定づけていることがわかる。

「親切」の信頼に与える限界効果は、都市制度類型のモデル３で44％信頼

の選択確率を高め、個別市町のモデル３で51％高めるという結果であり

非常に高い。公務員が親切かどうかという表層的な応対によってこそ人格

的信頼が左右されるといえる。なお、適切さや迅速さを住民が求めないわ

けはないため、親切な公務員ほど適切、迅速に対応しているという印象を

与えていると解釈することができるだろう。その他、背景的要素である変

数においては、「倫理観高い」が「業務多寡」よりも高くなっている。もっ

とも、これらの変数は相互に相関が高かったために同一モデルに含めて分

析していないことから、限界効果は必ずしも単純比較が難しい側面はある

ものの、いずれのモデルにおいても各独立変数は係数や限界効果が似通っ

ていることからして、異なるモデルであっても限界効果についての概ねの

傾向の比較は可能といってよいであろう。
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4

0.
95
7
0.
33
9

一
般
市

0.
05
7
0.
29
9

0.
19
2
0.
84
8

-0
.0
08

0.
29
8
-0
.0
28

0.
97
7

0.
06
0
0.
30
2

0.
20
0
0.
84
1

-0
.0
21

0.
29
1
-0
.0
73

0.
94
2

-0
.1
27

0.
28
4
-0
.4
48

0.
65
4

公
務
員
の
対
応
状
況

迅
速

1.
50
7
0.
19
7

7.
66
0
0.
00
0
**

適
切

1.
52
5

0.
18
1

8.
40
4
0.
00
0
**

親
切

1.
61
4
0.
17
8

9.
05
6
0.
00
0
**

倫
理
観
高
い

1.
21
8
0.
19
3

6.
31
6
0.
00
0
**

業
務
多
寡

0.
68
9
0.
19
0

3.
63
1
0.
00
0
**

信
頼
す
る
側
の
特
性
に
関
す
る
規
定
要
因

自
立
化
志
向

府
・
国
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
・
財
源
移
譲
意
向

0.
55
3
0.
19
3

2.
86
5
0.
00
4
**

0.
49
9

0.
19
5

2.
56
2
0.
01
0
*

0.
48
1
0.
19
7

2.
44
0
0.
01
5
*

0.
52
3
0.
19
1

2.
74
3
0.
00
6
**

0.
62
6
0.
18
9

3.
32
1
0.
00
1
**

国
に
対
す
る
信
頼

1.
81
9
0.
32
3

5.
63
6
0.
00
0
**

1.
74
1

0.
32
4

5.
36
7
0.
00
0
**

1.
81
2
0.
32
5

5.
57
5
0.
00
0
**

1.
80
3
0.
32
0

5.
64
3
0.
00
0
**

1.
84
8
0.
31
4

5.
88
0
0.
00
0
**

制
度
認
識 行
政
サ
ー
ビ
ス
や
政
策
に
対
す
る
認
識

-0
.0
89

0.
17
0
-0
.5
23

0.
60
1

-0
.0
51

0.
17
1
-0
.2
95

0.
76
8

-0
.0
16

0.
17
2
-0
.0
91

0.
92
8

-0
.0
16

0.
16
8
-0
.0
93

0.
92
6

0.
04
6
0.
16
5

0.
28
1
0.
77
9

地
元
志
向 市
町
へ
の
定
住
意
向

0.
86
0
0.
20
3

4.
23
3
0.
00
0
**

0.
77
2

0.
20
5

3.
77
0
0.
00
0
**

0.
81
1
0.
20
7

3.
92
6
0.
00
0
**

0.
89
4
0.
20
2

4.
42
4
0.
00
0
**

0.
80
6
0.
19
8

4.
07
4
0.
00
0
**

市
町
へ
の
愛
着

0.
74
5
0.
20
8

3.
59
0
0.
00
0
**

0.
80
5

0.
21
1

3.
81
1
0.
00
0
**

0.
75
2
0.
21
2

3.
55
5
0.
00
0
**

0.
62
9
0.
20
7

3.
03
6
0.
00
2
**

0.
82
3
0.
20
3

4.
05
2
0.
00
0
**

政
治
的
有
効
性
感
覚

内
的
有
効
性
感
覚

-0
.0
67

0.
19
5
-0
.3
45

0.
73
0

0.
01
7

0.
19
5

0.
08
7
0.
93
0

-0
.0
52

0.
19
7
-0
.2
63

0.
79
3

-0
.0
06

0.
19
0
-0
.0
31

0.
97
6

-0
.0
28

0.
18
8
-0
.1
47

0.
88
3

外
的
有
効
性
感
覚

-0
.1
84

0.
26
4
-0
.6
96

0.
48
7

-0
.3
10

0.
26
5
-1
.1
69

0.
24
2

-0
.3
54

0.
27
0
-1
.3
12

0.
19
0

-0
.1
65

0.
26
1
-0
.6
31

0.
52
8

-0
.0
42

0.
25
4
-0
.1
66

0.
86
9

社
会
関
係
資
本

一
般
的
信
頼

0.
80
2
0.
16
9

4.
74
3
0.
00
0
**

0.
77
9

0.
17
1

4.
56
8
0.
00
0
**

0.
77
7
0.
17
2

4.
52
5
0.
00
0
**

0.
81
7
0.
16
7

4.
88
1
0.
00
0
**

0.
88
8
0.
16
5

5.
39
2
0.
00
0
**

近
隣
で
の
友
人
の
多
さ

-0
.6
29

0.
18
6
-3
.3
76

0.
00
1
**

-0
.5
31

0.
18
8
-2
.8
30

0.
00
5
**

-0
.6
18

0.
18
9
-3
.2
69

0.
00
1
**

-0
.6
46

0.
18
5
-3
.5
00

0.
00
1
**
-0
.6
76

0.
18
1
-3
.7
30

0.
00
0
**

自
治
会
加
入

-0
.1
57

0.
24
7
-0
.6
34

0.
52
6

-0
.0
92

0.
25
2
-0
.3
65

0.
71
5

-0
.0
79

0.
25
4
-0
.3
11

0.
75
6

-0
.1
68

0.
24
5
-0
.6
84

0.
49
4

-0
.2
29

0.
24
1
-0
.9
48

0.
34
3

趣
味
・
同
好
会
加
入

0.
18
3
0.
21
8

0.
84
0
0.
40
1

0.
13
6

0.
21
8

0.
62
5
0.
53
2

0.
16
7
0.
22
0

0.
75
9
0.
44
8

0.
21
4
0.
21
5

0.
99
6
0.
31
9

0.
22
8
0.
21
0

1.
08
9
0.
27
6

祭
り
等
の
地
域
の
行
事
へ
の
参
加

0.
02
7
0.
09
3

0.
29
2
0.
77
0

-0
.0
14

0.
09
6
-0
.1
49

0.
88
2

0.
00
6
0.
09
6

0.
05
9
0.
95
3

0.
00
9
0.
09
3

0.
09
7
0.
92
3

0.
01
8
0.
09
1

0.
19
7
0.
84
4

政
治
家
・
公
職
者
へ
の
接
触
経
験

-0
.2
46

0.
25
3
-0
.9
72

0.
33
1

-0
.1
98

0.
25
4
-0
.7
82

0.
43
4

-0
.1
64

0.
25
7
-0
.6
36

0.
52
5

-0
.2
05

0.
24
7
-0
.8
28

0.
40
8

-0
.2
47

0.
24
4
-1
.0
12

0.
31
2

属
性
学
歴
（
大
学
院
卒
）

0.
35
7
0.
38
1

0.
93
7
0.
34
9

0.
40
6

0.
38
2

1.
06
4
0.
28
8

0.
26
6
0.
38
7

0.
68
8
0.
49
2

0.
19
6
0.
37
5

0.
52
3
0.
60
1

0.
25
1
0.
36
3

0.
69
2
0.
48
9

性
別
（
男
）

-0
.1
76

0.
16
3
-1
.0
76

0.
28
2

-0
.1
64

0.
16
5
-0
.9
97

0.
31
9

-0
.0
96

0.
16
6
-0
.5
80

0.
56
2

-0
.1
25

0.
16
1
-0
.7
73

0.
44
0

-0
.1
70

0.
15
9
-1
.0
67

0.
28
6

年
齢

0.
00
1
0.
00
7

0.
09
0
0.
92
8

-0
.0
01

0.
00
7
-0
.0
91

0.
92
8

0.
00
0
0.
00
7

0.
00
5
0.
99
6

-0
.0
02

0.
00
7
-0
.2
74

0.
78
4

-0
.0
02

0.
00
7
-0
.2
34

0.
81
5

居
住
年
数
（
1
0
年
以
上
）

0.
16
8
0.
18
7

0.
89
7
0.
37
0

0.
19
7

0.
19
0

1.
03
7
0.
30
0

0.
17
0
0.
19
1

0.
89
0
0.
37
3

0.
20
3
0.
18
5

1.
10
0
0.
27
2

0.
13
5
0.
18
1

0.
74
3
0.
45
7

所
得
（
年
収
7
0
0
万
円
以
上
）

-0
.0
07

0.
17
1
-0
.0
41

0.
96
7

-0
.0
38

0.
17
2
-0
.2
18

0.
82
8

-0
.0
84

0.
17
4
-0
.4
81

0.
63
0

-0
.0
97

0.
16
9
-0
.5
74

0.
56
6

-0
.0
69

0.
16
6
-0
.4
14

0.
67
9

定
数

-2
.1
97

0.
41
0
-5
.3
62

0.
00
0
**

-2
.2
21

0.
41
2
-5
.3
94

0.
00
0
**

-2
.4
00

0.
41
9
-5
.7
28

0.
00
0
**

-1
.9
03

0.
39
7
-4
.7
90

0.
00
0
**
-1
.7
91

0.
39
0
-4
.5
96

0.
00
0
**

サ
ン
プ
ル
数

M
cF
ad
d
en
 R
-s
q
u
ar
ed

L
R
 s
ta
ti
st
ic

P
ro
b
(L
R
 s
ta
ti
st
ic
)

対
数
尤
度

従
属
変
数
：
市
町
に
対
す
る
信
頼

B
in
ar
y 
L
o
gi
t 
(Q
u
ad
ra
ti
c 
h
ill
 c
lim
b
in
g)

1
%
:*
*,
 5
%
:*

-5
1
1
.8
0
7

1
,0
0
0

0
.2
3
1

3
0
7
.4
1
4

0
.0
0
0

-4
7
3
.7
2
8

1
,0
0
0

0
.2
5
3

3
3
6
.7
5
7

0
.0
0
0

-4
9
7
.1
3
5

1
,0
0
0

0
.2
8
8

3
8
3
.5
7
1

0
.0
0
0

-4
8
5
.6
3
8

1
,0
0
0

0
.2
7
9

3
7
0
.8
2
5

0
.0
0
0

-4
8
0
.1
0
1

1
,0
0
0

0
.2
7
0

3
5
9
.7
5
1

0
.0
0
0

表
２
　
推
定
結
果
（
都
市
制
度
類
型
）
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モ
デ
ル
１

モ
デ
ル
２

モ
デ
ル
３

モ
デ
ル
４

モ
デ
ル
５

係
数
標
準
誤
差

z値
p
値

係
数
標
準
誤
差
z値

p
値

係
数

標
準
誤
差

z値
p
値

係
数
標
準
誤
差

z値
p
値

係
数

標
準
誤
差

z値
p
値

行
政
組
織
側
の
特
性
に
関
す
る
規
定
要
因

サ
ー
ビ
ス
の
質

期
待
と
比
べ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質

1.
16
1
0.
21
8
5.
33
4
0.
00
0
**

1.
02
5
0.
22
0
4.
65
3
0.
00
0
**

1.
04
6

0.
22
2

4.
71
7
0.
00
0
**

1.
15
8

0.
21
6
5.
37
0
0.
00
0
**

1.
22
0
0.
21
1

5.
78
9
0.
00
0
**

自
治
体
規
模

大
阪
市

（
政
令
市
 2
6
3
万
人
）

0.
37
1
0.
34
7
1.
06
8
0.
28
5

0.
35
9
0.
34
7
1.
03
4
0.
30
1

0.
37
7

0.
35
4

1.
06
3
0.
28
8

0.
29
6

0.
34
0
0.
87
0
0.
38
4

0.
21
0
0.
33
7

0.
62
3
0.
53
4

堺
市

（
政
令
市
  
8
3
万
人
）

0.
36
4
0.
35
5
1.
02
5
0.
30
6

0.
34
7
0.
35
3
0.
98
4
0.
32
5

0.
34
0

0.
35
6

0.
95
6
0.
33
9

0.
23
0

0.
34
6
0.
66
4
0.
50
7

0.
24
4
0.
34
2

0.
71
4
0.
47
5

東
大
阪
市

（
中
核
市
  
5
1
万
人
）

0.
36
2
0.
35
2
1.
02
9
0.
30
4

0.
16
7
0.
35
5
0.
47
1
0.
63
7

0.
41
5

0.
35
8

1.
16
1
0.
24
6

0.
20
6

0.
34
5
0.
59
8
0.
55
0

0.
22
5
0.
34
1

0.
65
9
0.
51
0

枚
方
市

（
特
例
市
  
4
0
万
人
）

0.
88
9
0.
36
2
2.
45
4
0.
01
4
*

0.
88
6
0.
36
3
2.
44
1
0.
01
5
*

0.
92
1

0.
36
6

2.
51
7
0.
01
2
*

0.
81
0

0.
35
2
2.
29
7
0.
02
2
*

0.
77
1
0.
35
1

2.
19
7
0.
02
8
*

高
槻
市

（
中
核
市
  
3
5
万
人
）

1.
01
0
0.
37
2
2.
71
2
0.
00
7
**

1.
04
3
0.
37
3
2.
79
8
0.
00
5
**

1.
04
2

0.
37
4

2.
78
4
0.
00
5
**

0.
85
3

0.
37
0
2.
30
9
0.
02
1
*

0.
98
7
0.
36
0

2.
73
8
0.
00
6
**

茨
木
市

（
特
例
市
  
2
7
万
人
）

1.
38
4
0.
37
2
3.
72
1
0.
00
0
**

1.
41
9
0.
37
5
3.
78
5
0.
00
0
**

1.
45
8

0.
37
7

3.
86
9
0.
00
0
**

1.
23
9

0.
36
4
3.
40
1
0.
00
1
**

1.
27
2
0.
36
2

3.
51
5
0.
00
0
**

箕
面
市

（
一
般
市
  
1
3
万
人
）

1.
38
2
0.
36
8
3.
75
2
0.
00
0
**

1.
17
1
0.
36
8
3.
18
2
0.
00
2
**

1.
26
9

0.
37
2

3.
41
3
0.
00
1
**

1.
08
7

0.
35
9
3.
02
7
0.
00
3
**

1.
07
8
0.
35
7

3.
01
8
0.
00
3
**

交
野
市

（
一
般
市
  
 8
万
人
）

0.
72
8
0.
34
4
2.
11
6
0.
03
4
*

0.
62
7
0.
34
6
1.
81
3
0.
07
0

0.
65
9

0.
34
9

1.
88
8
0.
05
9

0.
65
1

0.
33
9
1.
92
0
0.
05
5

0.
73
2
0.
33
6

2.
18
0
0.
02
9
*

島
本
町

（
　
町
  
  
 3
万
人
）

0.
63
0
0.
36
1
1.
74
7
0.
08
1

0.
58
7
0.
35
9
1.
63
6
0.
10
2

0.
56
2

0.
36
4

1.
54
6
0.
12
2

0.
59
3

0.
35
1
1.
68
9
0.
09
1

0.
72
7
0.
34
5

2.
10
8
0.
03
5
*

公
務
員
の
対
応
状
況

迅
速

1.
56
3
0.
20
1
7.
76
9
0.
00
0
**

適
切

1.
55
5
0.
18
4
8.
42
7
0.
00
0
**

親
切

1.
63
5

0.
18
1

9.
02
1
0.
00
0
**

倫
理
観
高
い

1.
18
9

0.
19
5
6.
09
0
0.
00
0
**

業
務
多
寡

0.
67
7
0.
19
2

3.
53
0
0.
00
0
**

信
頼
す
る
側
の
特
性
に
関
す
る
規
定
要
因

自
立
化
志
向

府
・
国
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
・
財
源
移
譲
意
向

0.
55
6
0.
19
7
2.
82
8
0.
00
5
**

0.
50
3
0.
19
8
2.
54
4
0.
01
1
*

0.
49
7

0.
20
0

2.
48
7
0.
01
3
*

0.
53
4

0.
19
3
2.
76
6
0.
00
6
**

0.
62
8
0.
19
2

3.
28
0
0.
00
1
**

国
に
対
す
る
信
頼

1.
86
0
0.
32
6
5.
71
2
0.
00
0
**

1.
79
2
0.
32
9
5.
45
7
0.
00
0
**

1.
86
6

0.
32
9

5.
66
9
0.
00
0
**

1.
84
2

0.
32
1
5.
73
2
0.
00
0
**

1.
88
6
0.
31
6

5.
96
0
0.
00
0
**

制
度
認
識 行
政
サ
ー
ビ
ス
や
政
策
に
対
す
る
認
識

-0
.1
24

0.
17
4
-0
.7
13

0.
47
6

-0
.0
79

0.
17
5
-0
.4
50

0.
65
3

-0
.0
40

0.
17
6
-0
.2
27

0.
82
1

-0
.0
25

0.
17
1
-0
.1
47

0.
88
3

0.
03
2
0.
16
8

0.
19
2
0.
84
8

地
元
志
向 市
町
へ
の
定
住
意
向

0.
84
8
0.
20
6
4.
11
7
0.
00
0
**

0.
75
3
0.
20
8
3.
62
4
0.
00
0
**

0.
79
4

0.
21
0

3.
78
6
0.
00
0
**

0.
88
6

0.
20
5
4.
32
6
0.
00
0
**

0.
79
9
0.
20
0

3.
98
5
0.
00
0
**

市
町
へ
の
愛
着

0.
68
4
0.
21
0
3.
25
2
0.
00
1
**

0.
75
4
0.
21
4
3.
52
1
0.
00
0
**

0.
70
3

0.
21
5

3.
27
5
0.
00
1
**

0.
58
2

0.
21
0
2.
77
7
0.
00
6
**

0.
77
7
0.
20
5

3.
78
5
0.
00
0
**

政
治
的
有
効
性
感
覚

内
的
有
効
性
感
覚

-0
.0
42

0.
20
0
-0
.2
10

0.
83
3

0.
02
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表４　「市町に対する信頼」への限界効果（都市制度類型）

 
モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５

行政組織側の特性に関する規定要因

サービスの質

期待と比べた行政サービスの質 0.278** 0.256** 0.259** 0.282** 0.305**

自治体規模

政令指定都市 -0.086 -0.076 -0.066 -0.105 -0.170

中核市 0.004 -0.007 0.037 -0.031 -0.049

特例市 0.129 0.142 0.155 0.116 0.086

一般市 0.017 -0.002 0.018 -0.006 -0.040

公務員の対応状況

迅速 0.357**

適切 0.405**

親切 0.440**

倫理観高い 0.309**

業務多寡 0.188**

信頼する側の特性に関する規定要因

自立化志向

府・国から市町村への権限・財源移譲意向 0.179** 0.161* 0.154* 0.171** 0.213**

国に対する信頼 0.294** 0.289** 0.294** 0.300** 0.319**

制度認識

行政サービスや政策に対する認識 -0.026 -0.015 -0.005 -0.005 0.014

地元志向

市町への定住意向 0.283** 0.252** 0.266** 0.298** 0.274**

市町への愛着 0.243** 0.265** 0.246** 0.206** 0.281**

政治的有効性感覚

内的有効性感覚 -0.020 0.005 -0.015 -0.002 -0.009

外的有効性感覚 -0.057 -0.099 -0.114 -0.051 -0.013

社会関係資本

一般的信頼 0.248** 0.242** 0.241** 0.257** 0.288**

近隣での友人の多さ -0.195** -0.164** -0.192** -0.204** -0.220**

自治会加入 -0.045 -0.027 -0.023 -0.049 -0.068

趣味・同好会加入 0.051 0.039 0.047 0.061 0.067

祭り等の地域の行事への参加 0.008 -0.004 0.002 0.003 0.006

政治家・公職者への接触経験 -0.077 -0.061 -0.050 -0.064 -0.081

属性

学歴（大学院卒） 0.091 0.102 0.071 0.055 0.071

性別（男） -0.051 -0.048 -0.028 -0.037 -0.052

年齢 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

居住年数（10年以上） 0.050 0.059 0.051 0.062 0.042

所得（年収700万円以上） -0.002 -0.011 -0.025 -0.029 -0.021

１%:**, ５%:*  限界効果は平均値で評価
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表５　「市町に対する信頼」への限界効果（個別市町）

６．おわりに

　多様な人材登用や官民人材交流、職員の倫理確立、信賞必罰の徹底、能力・

実績に応じた処遇徹底、労働基本権などの方針を定めた「国家公務員制度

改革基本法」が2008年に成立し、国家公務員制度改革推進本部が設置さ

れるとともに、さらなる国家公務員制度改革が工程表のもとで進められて

いる。2001年に閣議決定された『公務員制度改革大綱』では、「地方公務

 モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５

行政組織側の特性に関する規定要因
サービスの質

期待と比べた行政サービスの質 0.264 ** 0.241 ** 0.245 ** 0.271 ** 0.294 **
自治体規模

大阪市 （政令市 263万人） 0.094 0.092 0.096 0.079 0.060
堺市 （政令市  83万人） 0.093 0.089 0.088 0.063 0.069
東大阪市 （中核市  51万人） 0.092 0.046 0.104 0.057 0.064
枚方市 （特例市  40万人） 0.183 * 0.184 * 0.189 * 0.178 * 0.181 *
高槻市 （中核市  35万人） 0.198 ** 0.203 ** 0.203 ** 0.184 * 0.212 **
茨木市 （特例市  27万人） 0.233 ** 0.237 ** 0.240 ** 0.229 ** 0.244 **
箕面市 （一般市  13万人） 0.233 ** 0.216 ** 0.226 ** 0.214 ** 0.223 **
交野市 （一般市    8万人） 0.160 * 0.145 0.150 0.153 0.174 *
島本町 （　町　    3万人） 0.145 0.138 0.133 0.142 0.173 *

公務員の対応状況
迅速 0.364 **
適切 0.408 **
親切 0.510 **
倫理観高い 0.301 **
業務多寡 0.184 **

信頼する側の特性に関する規定要因
自立化志向

府・国から市町村への権限・財源移譲意向 0.178 ** 0.161 * 0.159 * 0.174 ** 0.213 **
国に対する信頼 0.292 ** 0.289 ** 0.294 ** 0.301 ** 0.319 **

制度認識
行政サービスや政策に対する認識 -0.036 -0.023 -0.012 -0.007 0.010

地元志向
市町への定住意向 0.276 ** 0.244 ** 0.258 ** 0.294 ** 0.270 **
市町への愛着 0.220 ** 0.245 ** 0.228 ** 0.189 ** 0.264 **

政治的有効性感覚
内的有効性感覚 -0.012 0.008 -0.013 0.004 -0.004
外的有効性感覚 -0.022 -0.062 -0.081 -0.020 0.017

社会関係資本
一般的信頼 0.235 ** 0.226 ** 0.228 ** 0.247 ** 0.275 **
近隣での友人の多さ -0.198 ** -0.161 ** -0.194 ** -0.205 ** -0.219 **
自治会加入 -0.002 0.005 0.012 -0.020 -0.041
趣味・同好会加入 0.051 0.036 0.048 0.058 0.063
祭り等の地域の行事への参加 0.008 -0.003 0.003 0.002 0.005
政治家・公職者への接触経験 -0.063 -0.055 -0.037 -0.053 -0.069

属性
学歴（大学院卒） 0.056 0.074 0.037 0.025 0.040
性別（男） -0.036 -0.032 -0.013 -0.024 -0.038
年齢 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
居住年数（10年以上） 0.058 0.061 0.055 0.067 0.045
所得（年収700万円以上） -0.008 -0.016 -0.032 -0.034 -0.024

１%:**, ５%:*  限界効果は平均値で評価
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員制度も国家公務員制度の改革に準じ、所要の改革を行う６」ことが明記

されていたが、国家公務員制度改革が漸く動き出したばかりで、地方公務

員制度改革については未だ明確になっていない。にもかかわらず、地方自

治体での裏金づくりや地方公務員の不正、首長の汚職に関するニュースが

依然聞かれるばかりか、対応の不適切、非効率、不親切など、伝統的に言

及されてきた地方公務員の印象が大幅に改善されたという事例を聞くこと

はない。

　本稿では、地方公務員の対応状況の変数を加味して地方自治体に対する

信頼の規定要因について網羅的に検証した。公務員倫理や公務員制度改革

に関する論議が高まっている今日的状況において、公務員の住民に対する

対応如何により自治体に対する信頼が大きく左右されることが実証的に明

らかになった。とりわけ、迅速さや適切さといった実質的な対応よりも親

切さといった形式的側面が信頼に強く影響していることが示された。既述

のとおり、住民にとっては、親切な公務員ほど適切、迅速に対応している

と映るのであろう。住民からすれば、行政に関する情報が不足している中

にあって、提供されたサービスの適切さや迅速さが妥当な水準かどうかを

判断することはきわめて難しい。一方、公務員が親切かどうかは視覚等を

通じて短時間で判断できる。それは住民からの主観的かつ絶対的な評価に

基づくものである。実質的対応が相対的判断水準を必要とするのに対して、

形式的対応は主観的判断に基づき絶対的評価を受ける。さらに、住民から

の絶対的評価が間接的に実質的対応の評価を下すのである。

　行政に限らず、サービス業を営む民間企業においても表層的な応対は売

上を左右するきわめて重要な要素である。公務員倫理や服務規律の徹底は

もちろんのこと、サービス提供を行う公務員の形式的対応や住民の絶対的

評価の水準について検討することが住民からの信頼を回復する早道かもし

れない。
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注
１  拙稿（2009）では「公務員の資質」という用語を用いているが、本稿では「公務員

の対応状況」という用語で統一したい。なお、公務員の住民に対するサービス提供の

局面では「応対」という用語が使われることが多い。この「応対」という用語は受け

答えの動作に注目するのに対して、「対応」は周囲の状況にあわせた作用である。本

稿では周囲の状況との関連を重視した用語「対応」を用いることにした。
２ 人口は平成17年国勢調査報告による。
３  2008年３月実施調査における ｢町｣ については、把握できるサンプル数の関係から

香美町、播磨町、多可町、市川町、福崎町、神河町、稲美町、太子町、上郡町、佐用町、

新温泉町の合計とした。
４  拙稿（2009）では国からの権限・財源移譲意向と府からの移譲意向を分けて質問し

相関が高かったため、国からの移譲意向のみを推定式に加えて検証した。今回の調査

では、「府や国からの移譲意向」というようにあわせて質問した。
５ 拙稿（2009）では従属変数を５段階の指標にしており順序プロビットで推定している。
６ 『公務員制度改革大綱』（2001年12月25日閣議決定、2006年６月16日一部改正）。
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